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令和元年度第１回 新居浜市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

 

１ 日 時 令和元年１１月２５日（月） １４：００～１５：００ 

 

２ 場 所 消防コミュニティ防災センター研修室（消防庁舎４階） 

 

３ 出席者（委員） 

被保険者代表         高橋 睦美  藤本 幸恵  鴻池 多喜子  三木 由香里 

保険医又は保険薬剤師代表 今中 徹   北村 好隆  村上 宏之   

公益代表 山本 健十郎 藤原 雅彦  田窪 秀道   頼木 煕子 

被用者保険等保険者代表 井花 繁   山内 智弘 

事務局 藤田部長   河端国保課長 中西主幹   

                  鴨田副課長  岡部係長   松本係長   藤岡係長   

               

４ 欠席者（委員）  

 江盛 康之（保険医を代表する委員）    

 

５ 傍聴人  

０名 

 

６ 議題 

（１）正・副会長の選任について 

（２）平成３０年度国民健康保険事業特別会計の決算状況について 

（３）令和２年度国民健康保険料について 

（４）その他 
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事務局 

 

 

国保課長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

国保課長 

 

 

 

 定刻がまいりましたので、ただ今から令和元年度 第１回新居浜市国民健康保 

険運営協議会を開会いたします。私は国保課の中西と申します。どうぞよろしくお 

願いいたします。本日は、江盛委員から、欠席の連絡がありましたので､ご報告いた 

します。それでは、今年度第１回目の運営協議会ですので、委員の皆様、簡単に自 

己紹介をお願いいたします。山本委員さんより、お願いいたします。 

 

     （委員自己紹介） 

 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局も自己紹介をさせていただきます。福祉部長からお願いしま 

す。 

    (事務局自己紹介) 

 

なお、本日の会議につきましては、新居浜市国民健康保険条例施行規則第６条に 

規定されておりますように「全委員の２分の１以上、かつ、各代表委員１名以上の

出席」の条件を満たしており、会議は成立していることをご報告いたします。 

 それでは開会にあたりまして、藤田福祉部長より御挨拶を申し上げます。 

 

      (福祉部長挨拶) 

 

これより議事に入りますが、正・副会長が選出されるまでの間、河端国保課長が 

司会進行をさせていただきます。 

 

 会長・副会長が決まるまでの間、議事進行をさせていただきますので、よろしくお 

願いいたします。議事に先立ちまして、議事録署名人の決定を行います。今回は「被 

保険者代表」の藤本委員さんと「公益代表」の藤原委員さんにお願いいたしたいと思 

いますが、よろしいでしょうか。 

 

     （異議なしの声） 

  

両委員さん、よろしくお願いいたします。 

続きまして、正・副会長の選任に移らせていただきます。事務局より説明をお願い

します。 

 

 正・副会長の選任につきましては、新居浜市国民健康保険条例施行規則第３条第２ 

項に基づき、公益を代表する委員のうちから、全委員によって選ぶことになっており 

ます。大変恐縮ですが、事前に公益を代表する委員の皆様に御協議をいただき、会 

長に山本委員さん、副会長に頼木委員さんの御推薦をいただいております。 
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 ただいま、推薦されました会長の選任につきまして、賛成の方は挙手をお願いい

たします。   

     （挙手 全員） 

 

続きまして、副会長の選任につきまして、賛成の方は挙手をお願いいたします。   

     （挙手 全員） 

  

出席委員全員の賛成によりまして、会長及び副会長が選任されました。山本委員 

さん、頼木委員さん、会長・副会長席への移動をお願いいたします。それでは山本 

会長御挨拶をお願いいたします。 

 

          （会長あいさつ） 

 

 ありがとうございました。これから議事に入りますが、国民健康保険条例施行規

則第５条の規定によりまして、会長が議事の進行を行うこととなっておりますので、

山本会長に、これからの議事の進行をお願いいたします。 

 

それでは、議題２の「平成３０年度国民健康保険事業特別会計の決算状況につい 

て」事務局より説明を求めます。 

 

  平成３０年度新居浜市国民健康保険事業特別会計の決算状況について御説明い

たします。 

 まず、（１）概要についてですが、平成３０年度から国民健康保険の県単位化が始

まり、財政運営の責任主体が県に移行したことにより、歳入における国庫支出金など

の交付金、歳出における共同事業拠出金などの納付金、下の表の項目に「県へ」と記

入している部分になりますが、県へ移管されたことにより、市町の財政規模は縮小し

ております。 

 本市におきましても平成２９年度決算額と比べると平成３０年度は合計で２０億

円ほど減少しております。 

 歳出の表で、「新設」と記入している事業費納付金ですが、県へ納付するもので、

県が各市町に交付する保険給付費等交付金の財源となるものです。 

 この事業費納付金は、毎年１１月頃、仮の算定分が県から通知され、本算定は例年

１月末頃になる見込みとなっております。 

次のページをご覧ください。 

 次に、主な歳入について説明いたします。 

  まず国民健康保険料についてですが、保険料収入は被保険者数の減少により年々

減少しており、平成３０年度は、平成２９年度に比べ、約３３００万円減少し、現
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年度分、滞納繰越分を合わせた総額は、１，９２２，３０８千円となりました。 

 平成３０年度に一人当たり約２％の値上げを行ったものの、適切な滞納処分など

により、 徴収率は、Ｈ２９年度と比べて０．８５ポイント増の９１．６２％となり

ました。下段の表にあるとおり、県内１１市においては、現年度分が４位、滞納繰

越分は２位、現年度分と滞納繰越分を合わせた徴収率では２位となっています。  

 次のページをご覧ください。 

 県支出金についてですが、まず、保険給付費等交付金は、県内の各市町が給付し

た保険給付費全額を県が交付するもので、本市では９，０９４，６５５千円となり

ました。また、保険者努力支援制度交付金ですが、これは、各保険者の医療費適正

化に対する取組、収納率向上への取組などに対し、一定の基準に基づき国から交付

されるもので、本市は３６，４４１千円となりました。本市の評価につきましては、

一番下の表にあるとおり、県内で２位、全国で１３２位となっています。   

 その他の交付金と合わせ、県支出金は、合計で９，３１２，７８３千円となりま

した。 

 一般会計繰入金1,227,279千円の内訳は、保険料軽減額（7割5割2割）等に応じて

交付される基盤安定繰入金が６５６，３８１千円、事務費に応じて繰入される職員

給与費等繰入金が２０３，８１０千円、出産育児一時金等繰入金が１８，４２６千

円、高齢者数に応じて交付される財政安定化支援事業繰入金が１９４，４２５千円、

その他一般会計繰入金は１５４，１７７千円となっています。 その他一般会計繰

入金の内、８１，５７８千円は保険料負担緩和ための繰入金となっています。 

 今年度につきましても、保険料負担緩和のための一般会計繰入金１００，０００

千円を予算化しております。 

 次のページをご覧ください。 

 主な歳出について説明いたします。 

 まず、保険給付費についてですが、表の黄色の部分が平成３０年度になりますが、

入院、外来の保険給付について、医療機関などに支払う療養給付費等や高額療養費

など合わせて９，１２９，１２２，０６９千円となりました。 

  保険給付費については、被保険者数の減少や診療報酬の改定などにより年々減少

しておりますが、下のグラフにもあるとおり、一人当たり医療費は、被保険者の高

齢化等により年々増加しています。 

  次のページをご覧ください。 

 次に、保健事業費についてですが、特定健康診査等事業費６９，９４０千円、保

健衛生普及費１４，５２６千円、諸費（はり・きゅう補助）１４，６９３千円の総

額９９，１５９千円となりました。 

 特定健診等の実績を下段の表に記載しております。黄色の部分、平成３０年度の

数値は暫定値となりますが、特定健康診査の受診率は、３１．２％と、平成２９年

度と比較して１．８ポイント上昇しました。また、特定保健指導の受診率は、４５．

１％と２９年度より１０．４ポイント上昇しました。 
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次のページをご覧ください。 

 次に、事業費納付金です。県へ納付する事業費納付金は、２，８９１，３７６千

円となりました。県から交付される県支出金の内、保険給付費等交付金の財源とな

るもので、平成３０年度の国保の県単位化において創設されたものです。各市町は

この事業費納付金に応じて保険料の料率を設定しています。 

 次のページをご覧ください。 

 最後に、国民健康保険財政調整基金について説明をいたします。歳入不足など不

測の事態が生じた場合のために積み立てをしております。基金残額は、平成２６年

度以降減少しておりましたが、平成３０年度は取り崩しがなかったため、平成２９

年度とほぼ同額の３０９，９６４，４７２円となっております。 

 以上で、平成３０年度新居浜市国民健康保険事業特別会計の決算状況の説明を終

わります。 

 

今の事務局の説明に対し、何か質問等はありませんか。 

 

    （質疑なし）   

 

 無いようなので、議題２の「平成３０年度国民健康保険事業特別会計の決算状況

について」は承認されました。次に、議題３の「令和２年度国民健康保険料につい

て」、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、令和２年度の国民健康保険料について、ご説明いたします。 

 国民健康保険料は、県に収める事業費納付金の主な財源となっていますので、事

業費納付金が上がると国民健康保険料が上がる原因となります。 

 事業費納付金は県全体の保険給付費から県に直接入る前期高齢者交付金などの

交付金を除いた後、各市町の被保険者数や所得総額で按分して決定されます。 

 下の表に示す通り、令和2年度は、県全体の保険給付費が１，３１３億円、交付金

を除いた後の必要額が４００億円、新居浜市に按分された後の事業費納付金は、前

年度から約２千万円減の２９．７億円となりました。仮算定の結果ではございます

が、被保険者数の減少見込み（約１，０００人減少）の割には、納付金が減少して

おらず、保険料に影響してくる可能性がある結果となりました。 

 事業費納付金を支払うために充当した保険料の額は、平成３０年度は１６億８千

万円を充当し、令和元年度は１７億４千万円を充てる予定となっております。 

 次のページをご覧ください 

 今後の保険料決定におけるスケジュールについてご説明いたします。 

 まず、今回、１１月末に県から１回目の事業費納付金の仮算定結果が示されまし

た。その仮算定分の事業費納付金をもとに、新居浜市での庁内協議を行い、愛媛県

及び２０市町が参加する愛媛県国保運営方針連携会議での協議を経て、来年１月に
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事業費納付金の本算定が県から提示されます。 

 この事業費納付金の本算定を受け、保険料率（案）を決定し、その後、２月に本

協議会への諮問・答申の後、新居浜市議会への予算上程というスケジュールで行い

たいと考えております。 

 以上で令和２年度の国民健康保険料の説明を終わります。 

 

今の事務局の説明に対し、何か質問等はありませんか。 

 

    （質疑なし）   

 

無いようなので、議題３の「平成３０年度国民健康保険事業特別会計の決算状況

について」は承認されました。他に質問はありませんか。全体を通じて何かご意見、

ご質問はありませんか。 

 

    （質疑なし） 

 

では、最後に事務局から、お願いします。 

 

 

では、事務局より、新居浜市の糖尿病腎症重症化予防の取り組みについてご説明い

たします。 

 国からは、社会保障制度を持続するために医療費の高い疾患に罹患する人の減少

を求められております。医療費の高い疾患としては、人工透析・心疾患・脳疾患があ

り、人工透析は一人年間５００万円かかります。 

 愛媛県は、新規透析患者数は４７都道府県中８位、慢性人工透析患者数も１６位と

多い状況です。人工透析に関連する基礎疾患は、高血圧（収縮期血圧１８０以上）の

人数は全国で６位、脂質異常症（ＬＤＬ１８０以上）の人数は１６位、糖尿病（Ｈｂ

Ａ１ｃ８．４以上）の人数は１３位と多く、これらの生活習慣病の予防が重要と思わ

れます。そのため、新居浜市では特定健診、特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防

プログラムを実施し、生活習慣病予防及び重症化予防に取り組んでいます。 

 愛媛県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの目的は、医療機関未受診者・受診中断

者について適切な受診勧奨を行い治療に結びつけること。そして、治療中の患者に対

して、医療機関と連携して保健指導を行うことにより人工透析への移行を防止し、健

康寿命の延伸を図ることです。 

愛媛県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容はおおまかに３つに分かれま

す。１つ目は「医療機関への受診勧奨」糖尿病受診勧奨値（ヘモグロビンＡ１ｃ６．

５％以上または空腹時血糖１２６ｍｇ/ｄｌ以上）の未治療者・治療中断者について、

健診結果説明会や家庭訪問にて医療機関への受診勧奨を行います。２つ目は「かかり
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つけ医と連携した保健指導」糖尿病腎症の病期が第２期、第３期の者でかかりつけ医

から紹介された者に対して保健指導を行っています。３つ目は「かかりつけ医と専門

医の連携」です。かかりつけ医には医師会を通じて、血糖コントロール不良患者を必

要に応じて糖尿病専門医への紹介をお願いしています。 

最後に、国保課では、市主催で糖尿病重症化予防検討会を開催するとともに、市内

糖尿病専門医が開催する勉強会に国保課も出席し連携を深めています。その勉強会

中で、糖尿病専門医の先生方より「保健師さん達が、地道に家庭訪問して医療機関に

つなげてくれた患者さんなので大切にみます」という言葉をいただいています。今後

も連携を密にして１人でも透析移行を阻止していきたいと思います。以上です。 

 

第２回運営協議会は、２月初旬の開催を予定していますので、よろしくお願いい 

たします。 

 

これをもちまして、令和元年度第１回国民健康保険運営協議会を閉会いたしま 

す。ありがとうございました。 

 

 

  以上のとおり会議の顛末を記録し、相違ないことを証明します。 

 

    令和  年  月  日 

 

       新居浜市国民健康保険被保険者代表委員   藤 本 幸 恵   印 

 

       新居浜市国民健康保険公益代表委員     藤 原 雅 彦   印 


